
事業系一般廃棄物多量排出事業者等に関する事業系一般廃棄物の 
減量化・再資源化等指導要綱 

 
１ 目的 

  この要綱は、川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例（以下、「条例」と

いう。）第１９条第１項及び同条例施行規則（以下、「規則」という。）第６条に規定

する事業系一般廃棄物多量排出事業者等に対し、事業系一般廃棄物の排出の抑制、

再利用及び再生利用並びに適正な処理について指導を行い、環境の保全と事業系一

般廃棄物の減量化・再資源化を図ることを目的とする。 

 

２ 事業系一般廃棄物多量排出事業者の認定 

（１） 事業系一般廃棄物多量排出事業者の認定は、次により行う。 

  ア 条例第２６条に基づく施設搬入の承認を受けた事業者のうち、排出量が一

日平均で１００キログラム以上の者 

  イ 許可業者に委託した事業者のうち、排出量が一日平均で１００キログラム

以上の者 

  ウ 市が、建築物等から発生する事業系一般廃棄物の量を調査した結果、排出

量が一日平均で１００キログラム以上の者 

（２） 事業系一般廃棄物多量排出事業者の認定期間は、毎年４月１日から翌年３

月３１日までとする。 

 

３ 事業系一般廃棄物管理責任者の届出 

（１）  条例第１９条第４項の規定に基づき選任する事業系一般廃棄物管理責任者

は、当該建築物の維持管理について職務権限を有する者とし、１事業場を単

位として１名選任する。 

（２）  事業系一般廃棄物管理責任者の選任又は変更の届出は、選任又は変更のあ

った日から３０日以内に、選任（変更）届出書（規則第２号様式）を提出し

なければならない。 

 

４ 事業系一般廃棄物管理責任者の職務 

（１） 事業系一般廃棄物管理責任者は次に掲げる職務を行う。 

  ア 計画等 

（ア）事業系一般廃棄物の種類及び量の把握並びに記録 

（イ）事業系一般廃棄物関係書類の保管及び整理 

 （ウ）減量化・再資源化計画の策定 

 （エ）減量化・再資源化を推進するための回収ルートの確立と体制の整備 

イ 教育 

 社員に対する減量化・再資源化の推進に関する教育の実施 

ウ 点検 

 分別排出及び分別回収の適正な実施に関する教育の実施 

（２） 所有者及び占有者は、事業系一般廃棄物管理責任者の行う職務に協力しな 



ければならない。 

 

５ 事業系一般廃棄物準多量排出事業者の認定 

（１） 事業系一般廃棄物準多量排出事業者の認定は、次により行う。 

ア 条例第２６条に基づく施設搬入の承認を受けた事業者のうち、排出量が一

日平均で３０キログラム以上１００キログラム未満の者 

イ 許可業者に委託した事業者のうち、排出量が一日平均で３０キログラム以

上１００キログラム未満の者 

ウ 市が、建築物等から発生する事業系一般廃棄物の量を調査した結果、排出量

が一日平均で３０キログラム以上１００キログラム未満の者 

（２） 事業系一般廃棄物準多量排出事業者の認定期間は、毎年４月１日から翌年 

３月３１日までとする。 

 

６ 事業系一般廃棄物多量排出事業者等に対する指導 

  市は、事業系一般廃棄物多量排出事業者等に対し次に掲げる事項について指導を 

 行う。 

   ア 廃棄物についての意識啓発 

   イ 廃棄物の適正な管理 

   ウ 減量化・再資源化の促進 

   エ 分別排出の徹底 

   オ 再生品等の利用促進 

   カ その他、本要綱の目的に関する事項 

 

７ 表彰 

  市は、環境の保全と事業系一般廃棄物の減量化・再資源化を積極的に推進し、そ 

 の実績が顕著な事業者を表彰することができる。 

 

 附 則 

１ この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

 （川崎市事業系一般廃棄物の減量化・再資源化指導基準の廃止） 

２ 川崎市事業系一般廃棄物の減量化・再資源化指導基準は廃止する。 

 附 則 

  この要綱は、平成１２年１０月１日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、平成１７年３月１日から施行する。 

 


